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船橋市ゼロカーボンシティ推進地域協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、船橋市ゼロカーボンシティ推進地域協議会（以下「協議会」という。）

と称する。 

 

（設置） 

第２条 協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）

第４０条第１項の規定に基づき、設置する。 

 

（目的） 

第３条 協議会は、船橋市地球温暖化対策実行計画に基づき、市民、事業者及び行政

等の協働のもと、地域における地球温暖化対策を協議、実施し、もって地球温暖化

防止対策の推進を図ることを目的とする。 

 

（事業内容）  

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）温室効果ガスの排出の抑制等を効果的に推進するための行動計画の策定及び

実行に関すること。  

（２）地球温暖化対策の推進に必要な環境学習、普及啓発活動の推進及び情報の提

供に関すること。  

（３）船橋市地球温暖化対策実行計画に係る取組の推進に関すること。 

（４）前３号の他、第３条の目的達成のため必要な事業。 

 

（組織）  

第５条 協議会は、第３条の目的に賛同する市民団体、事業者及び行政等をもって組

織する。  

 

（種別） 

第６条 本会の会員は、つぎのとおりとする。 

（１）活動会員 本会の目的に賛同して入会し、本会が行う事業活動に取り組む市

民団体、事業者又は団体  

（２）賛助会員 本会が行う事業活動を援助・応援するとともに、地球温暖化対策

の実践行動に取り組む市民団体、事業者又は団体 
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（入会）  

第７条 協議会に入会を希望する者は、会長の承認を得なければならない。 

 

（役員） 

第８条 協議会を円滑に運営するため、次の役員を置き、役員の互選によりこれを定

める。  

（１）会長 １名  

（２）副会長 １名  

（３）監事 ２名 

（４）理事 １０名以内 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 監事は、協議会の会計事務を監査する。 

５ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 役員が欠けた場合において、新たに就任した役員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

７ 役員は、任期終了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ

ばならない。 

 

（役員会）  

第９条 役員会は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 役員会は、以下に掲げる事項を協議する。  

（１）総会に付議する議案に関すること  

（２）総会の決議により役員会に委任されたこと  

（３）その他会長が必要と認めた事項 

３ 役員会は、役員の２分の１以上の出席がなければ、開くことができない。 

４ 役員会の議決は、出席した役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。  

 

（総会）  

第１０条 総会は、毎年１回及び必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。 

２ 総会は、以下に掲げる事項を協議し、決定する。 

（１）規約の改廃及び変更に関すること 
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（２）役員の選出及び決定に関すること 

（３）事業報告及び収支決算報告の承認に関すること 

（４）事業計画及び収支予算の承認に関すること 

（５）その他協議会の業務の処理上必要と会長が認めた事項  

３ 総会の議決は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。  

 

（本部会議） 

第１１条 本部会議は、船橋市地球温暖化対策実行計画に係る取組の進捗管理及び会

員間における情報共有を目的に置くものとする。 

２ 本部会議には、すべての活動会員が属するものとする。 

３ 本部会議には、会員による互選により本部長を選任し置くものとする。  

４ 本部会議は、毎年２回及び必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。 

 

（部会）  

第１２条 協議会は必要と認めるときは、部会を置くことができる。  

２ 部会に属する会員は、会長の承認によるものとする。 

３ 部会には、部会に属する会員による互選により部会長を選任し置くものとする。  

４ 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。 

５ 部会は、第１項の必要を欠いたときは、解散する。 

 

（ＷＧ） 

第１３条 特定の事業等に対し、企画部会が必要と判断した場合、ＷＧを置くことが

できる。 

２ ＷＧは、企画部会に属する会員の一部をもって組織する。 

３ ＷＧに代表 1 名を置き、ＷＧに属する会員の互選により定める。 

 

（報酬） 

第１４条 役員及び会員は、原則として無報酬とする。 

 

（経費）  

第１５条 協議会に必要な経費は、負担金、寄付金その他の収入をもって充てる。  
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（会計年度） 

第１６条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（退会） 

第１７条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならな

い。 

２ 第一項の規定によらず、１年以上連絡が取れない会員は、退会したものとして扱

うものとする。 

 

（事務局） 

第１８条 協議会の事務を処理するため、当分の間、事務局を船橋市環境部環境政策

課に置く。 

 

（その他） 

第１９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、総会の

議決を経て会長が定める。 

 

附 則 この規約は、平成２１年３月１４日から施行する。 

 

附 則 この規約は、平成２７年４月２７日から施行する。 

 

附 則 この規約は、平成３１年４月２２日から施行する。 

 

附 則 この規約は、令和４年４月２８日から施行する。 
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（別表） 

船橋市ゼロカーボンシティ推進地域協議会役員（令和４年６月８日現在） 

役 職 氏 名 団体分類 

会 長 
日本大学 理工学部 交通システム工学科 

教授 藤井 敬宏 
行政等 

副会長 
船橋市自治会連合協議会 

会長 平川 道雄 
市民団体 

理 事 
船橋市自治会連合協議会 

副会長 池戸 康夫 
市民団体 

理 事 
家庭倫理の会船橋市 

宮田 清紘 
市民団体 

理 事 

京葉ガス株式会社 船橋支社  

お客さまサービスグループマネージャー  

上田 雅巳 

事業者 

理 事 

一般社団法人 千葉県環境保全協議会  

船橋部会 

部会長 松本 忠則 

事業者 

理 事 

東京電力パワーグリット株式会社  

京葉支社 

支社長 濱山 満 

事業者 

理 事 
船橋市小学校長会 

船橋市立中野木小学校校長 宮﨑 尚 
行政等 

理 事 
千葉県地球温暖化防止活動推進センター 

センター長 葉岡部 循一 
行政等 

理 事 
船橋市 

環境部長 御園生 剛志 
行政等 

理 事 
船橋市 

経済部長 市原 保紀 
行政等 

監 事 
アースドクターふなばし 

代表 田島 一夫 
市民団体 

監 事 
船橋商工会議所 

副会頭 鈴木 正 
事業者 

任期：令和５年３月１３日まで  


